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いわゆる「プライバシー外交」の外交論的課題 
 

橋本誠志†1 
 

概要：ビッグデータ時代の中、パーソナル・データの利活用が前提とされる社会環境の変化と企業活動のグローバル

化が進行している．そのような中，わが国では近時，「プライバシー外交」の語が用いられだすようになった．法制

度の変更を伴う主な取組みとして個人情報保護法改正が 2015 年 9 月に成立を見た．「プライバシー外交」では制度設

計の重要性とともにわが国が何をプライバシーの要素とすべきかの定式化が必要であると主張されている．その一方

で、「プライバシー外交」そのもの学問上の位置づけそれ自体は十分になされているとは言いがたい．本稿ではいわ

ゆる「プライバシー外交」の外交論的側面から見た位置づけとその課題を整理する． 
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A study on “Privacy Diplomacy” from the Viewpoint of  
Diplomatic Theories 
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Abstract: The global community has multiple personal data protection systems compatible with transborder data flows on the 
Internet.They struggle for institutional supremacy in the world each other. This paper puts an argument into shape on "privacy 
diplomacy" from the viewpoint of diplomatic theories. 
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1. はじめに   

 ビッグデータ時代の中、パーソナル・データの利活用が

前提とされる社会環境の変化と企業活動のグローバル化が

進行している．そのような中，近時わが国では「プライバ

シー外交」の語が用いられだすようになった．法制度の変

更を伴う主な取組みとして① 個人情報保護委員会の新設

に伴う権限の一元化，②個人情報の第三者提供に関するト

レーサビリティの確保，③不正な利益を図る目的での個人

情報データベース等提供罪の新設，④国境を越えた適用に

関する規定の整備等を盛り込んだ個人情報保護法改正が

2015 年 9 月に成立を見た．「プライバシー外交」では制度

設計の重要性とともにわが国が何をプライバシーの要素と

すべきかの定式化が必要であると主張されている（石井

[1]pp.3-4）．その一方で、所謂「プライバシー外交」そのも

の学問上の位置づけそれ自体は十分になされているとは言

いがたい．本稿ではいわゆる「プライバシー外交」の外交

論的側面から見た位置づけとその課題を整理する． 

2. 「プライバシー外交」の議論状況 

 Cinii により国内の文献を検索した結果，本稿執筆時点で

「プライバシー外交」それ自体を表題に盛り込んでいる論

考は(石井[2])のみであった1．(石井[2]pp.3-4)は「プライバ

シー外交」の用語を最初に用いたのは堀部政男個人情報保

                                                                 
 †1 徳島文理大学総合政策学部 
   Tokushima-Bunri University 
1 なお，報告資料としては(板倉[24])がある． 

護委員会委員長であるとする．堀部教授は「比較法文献学」

とともに「比較法実践学」を重視(堀部[16]p.4)し，1996 年

～2008 年の間,OECD の WPISP 副議長を務めたことを始め

として，理論，運用，実践の三面にわたる枚挙に暇がない

その活動が 2015 Louis D. Brandeis Privacy Awards の受賞と

して国際的に評価されている2．あまたの国際経験の中で堀

部教授は，欧州の個人情報保護当然視認識と日本の個人情

報保護法無理解意識との相克の問題を強調している(堀部

[16]pp.8-9)． 

また，(加藤他[7]p.1)や(板倉[24])ではデータ保護に関する

世界各国の外交上の手段であるとの文脈で「プライバシー

外交」を用いており，(石井[1]pp.3-4)では，EU がデータ保

護を個人の基本的権利たることを強調し，制度強化を図る

ことで米国に対抗してデータ流通における覇権を得るため

の手段であるとしている．この意味合いに関する「プライ

バシー外交」をめぐる今日のホットトピックスとして EU

データ保護指令に関する十分性認定の問題がある．(新保

[9]pp.87-88)によれば，個人情報保護制度の国際的な制度枠

組は①OECD プライバシーガイドライン,②EU 個人データ

保護指令(1988)・並びに EU 個人データ保護規則提案，③

APEC プライバシー・フレームワーク,④欧州評議会個人デ

ータの自動処理に係る個人の保護に関する条約 108 号,⑤

米国消費者プライバシー権利章典が主なものである．EU

は個人情報保護を人権保障の一環として捉え，EU のデー

                                                                 
2 堀部政男「2015 Louis D. Brandeis Privacy Awards 受賞記念講演」情報ネッ

トワーク法学会 2015 年研究大会(2015.11.28@福岡県北九州市) 
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タ保護指令の規則を第三国に遵守させるべく，EU の基準

を「十分なレベルの保護」として満たしていない第三国に

個人データの移転を原則禁止する規定を有している(石井

[1]p.459 以下)．従前，EU―アメリカ間ではセーフハーバー

協定の締結による緩衝的措置が行われてきたが，2015 年 10

月 6 日，欧州司法裁判所が当該協定を無効とする判断を示

したことは大きな衝撃を与えた(板倉[24])．このトピックで

は上述した(加藤他[7])のような世界各国（地域）ごとの外

交上の手段としての機能をプライバシー問題が有すること

を示している一例であろう．更に外交の主目的のうち，伝

統的なものである安全保障との関係ではサイバーセキュリ

ティとプライバシーの関係は国際関係に影響しやすい3．果

たして，「プライバシー外交」は石井らの指摘するような単

にデータ流通の覇権を得るための手段としての意味しか無

いのであろうか． 

 外交は元来，多義的な概念であり，後述するように外交

政策の内容も一国の外交関係で最重要視される原則的な方

針や個別案件への具体的な対処方針まで多種多様な意味が

包含されうるし，外交政策の考慮要素も外交政策の決定，

遂行，評価の分析枠組が存在し，外交官のスキルや相手方

の対応も交えた複雑性を有する．また，科学技術外交のよ

うに外交に関与する組織のありようによってもその理解に

は多様性が生じ得る．このように「プライバシー外交」に

ついては現時点で統一された定義は無く，「プライバシー」

領域をめぐる外交自体の理念や体制の問題を指したり，あ

るいは外交手段を指したりする等，多様な理解が可能であ

ると言える4． 

3. 外交概念の変遷 

 上述の通り，そもそも「外交」は多義的な概念を示す言

葉であるとされる．辞書的な意味では「外交」は外国との

交際，国際間の交渉，外部・他人との交際・交渉を指すと

される5．この定義からは保険会社の「外交員」も「外部・

他人との交際・交渉」の意義での外交の担い手として位置

づけられることになる．しかし，これでは英語の”diplomacy”

の意味には対応しないし、「外国との交際」の側面を強調す

ると政府レベルによるのか民間レベルによるのかが判然と

しない．更には「国際間の交渉」の側面だけでは「政策」

のニュアンスが強調されなくなってしまう(細谷[15]p.14)．

細谷雄一によれば，外交とは「主権国家が自国の国益や安

全そして繁栄を促進するため，また国際社会において国家

間の関係をより安定的に維持しその友好関係を強化するた

め，政府間で行われる交渉あるいは政策を示す言葉」とさ

れる(細谷[15]p.15)． 

 外交の定義について有名なものとしては，ニコルソンの

                                                                 
3 例えば,(土屋[12])や(エルッキ・トゥオミオヤ[5]pp.12-13)等を参照 
4 上記の議論状況に鑑み，本論においてはプライバシー外交を「プライバ

シー外交」と表記している． 
5 『広辞苑 第六版』（岩波書店,2008）p.458 

定義を挙げることができる．H.ニコルソンは外交を「交渉

による国際関係の処理であり、大公使によってこれらの関

係が調整され処理される方法であり，外交官の職務あるい

は技術である」(ニコルソン[13]p.7)とする．本定義では外

交の機能として国際社会において国家関係に発生する紛争

を処理することによる円滑な交流の維持が強調される．こ

のことは外交の主目的が紛争回避にあることを意味する

(細谷[15]p.16)．また，ニコルソンの定義では外交の当事者

が正規の外交官，つまり職業的外交官であると想定されて

いる．本来の”diplomacy”には民間人等の正規外交官以外の

者が直接あるいは間接的に外交に関連することはその意味

に含まれていないことになる(細谷[15]p.17)．このような外

交観はキリスト教的価値観に依拠した「文明諸国」間にお

ける交渉と対話が前提となっている点が特徴となっている

(細谷[15]pp.25-26)．ニコルソンのこのような外交観はカリ

エールとアーネスト・サトウの外交観の影響を受けている

とされる．(細谷[15],pp.17-22)によれば，カリエールは他国

に派遣される外交官の職務として任国での殊勲の用務の処

理と他人の用務の探知であり，これをバランスよく行い，

その達成のために信義を重視した交渉の重視と約束の誠実

な履行に基づく「文明的な行動」を重視する．一方でサト

ウの外交観は①独立国家政府間の公式関係での知性と起点

の応用，②平和的手段を通じた諸国間の実務行動を内容と

するとされる． 

3.1 近代外交における主権国家と国益 

 サトウの外交観に登場する独立国家は対外的独立性を意

味する主権を有する主権国家として捉えることができる．

主権国家は一定範囲の土地（領土）に居住する人間（国民）

に対して実効性を有する支配を政府が行う国家(山田文

[19]pp.2-3)を意味する．各主権国家の国際社会における行

動原理は自国利益の最大化である．国際社会は国内社会の

ような上位権力が存在しない無政府状態である．国際機関

や国際法の権限は限定的であるため，主権国家同士の利害

関係が対立という形式で顕在化しやすい．そのような中で

国家が追求しようとする価値や利益が国益と呼ばれる．国

益には①自国の領土や政治的独立性，②国民の生命・財産

の維持，③経済上の利益，④自国文化の発展，⑤自国の国

際的地位向上，⑥自国の立脚する理念・価値観の維持普及

等が含まれる(山田文[19]p.3)．山田によれば，国益の中で

も領土や安全保障に関する国益は比較的定義しやすいもの

の経済上の国益の定義は困難であるとする．その要因とし

て山田は，国民が立つ立場の多様性のため，ある外交政策

が同じ国民にとって有利にもなり，不利益にもなりうるこ

とでコンセンサスの醸成が困難となることを指摘する(山

田文[19]p.4)． 

 17 世紀以降に発展した所謂近代外交は「主権国家を国際

政治の唯一の基本単位，すなわち主体とする」(山田文

[19]p.5)主権国家体制に基づく国際システムがその前提と
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される．このシステムは「パワー」の差で各主権国家間の

関係が決定されるパワー・ポリティクスによる．この近代

外交は「旧外交」と「新外交」に大別される．「旧外交」は

特にルネサンス期にイタリアで生まれ，19 世紀以降に発達

し，常駐大使の存在を基礎とする秘密交渉に依拠した外交

手法とされ，特質として①同質性，②貴族性，③自立性を

踏まえた欧州協調を挙げることができる(細谷[15]pp.68-70)．

「旧外交」は第一次大戦期に崩壊を迎え，アメリカが世界

秩序の中心に加わるようになると，外交は「新外交」の局

面に突入した．「新外交」の特質はそれまでの「旧外交」に

おける秘密主義からの転換としての「公開外交」である．

「公開外交」の本質は市民の同意に基づく外交の民主化と

イデオロギー化である．「新外交」では会議や国際組織の場

での公開討議による問題解決を志向することが特徴である． 

3.2 現代外交の特質 

 「新外交」は民族自決論理の高まりによる排外的ナショ

ナリズム等の要因からナチス・ドイツがパワー・ポリティ

クスに回帰し，国際連盟が機能不全に陥ると外交的無秩序

の段階に突入することになった(細谷[15]pp.130-132)．アメ

リカは第一次世界大戦後，ヨーロッパ大陸での国際政治に

関与することを避けていたが，ヘンリー・ルースが提唱し

た「アメリカの世紀」を契機として方針を転換した．また，

核兵器がその後ろ盾となることで第二次世界大戦後の世界

秩序はアメリカにより民主主義や自由と言った価値観と共

に規定されるようになった(細谷[15]pp.148-150)．また，「新

外交」の公開外交や会議外交の方法を受け継ぎつつ，「旧外

交」的要素も併せ持つ国際連合が誕生したが，国連では事

務総長が独自の国際外交力を身に着けるようになった． 

また，第二次大戦後の現代外交では国際組織に基づいた

多国間外交が盛んに行われるようになり，国際組織は連邦

的ガバナンスを有するようになったことから，規範や価値

が重視されることとなった．つまり，現代外交の特質は従

来の二国間外交に変わり、多角的外交の下，多数国が広範

なアジェンダについてサミットに代表される国際会議で協

議を行う手法が確立されたことにある(細谷[15]pp.155-158)．

さらに現代外交は通信技術の発達に伴いその方式そのもの

も変化させることになった．つまり，かつては外交使節が

相手国を訪問して君主と会談することで行っていた交渉を

文書に依拠する外交に変化し，通信技術の発展により電話

などの口頭による手段が用いられるようになった．また，

航空機の時間短縮と運賃の低廉化，大陸間鉄道網等交通手

段の発展により，イシュー別に各省庁の担当者が相手国を

直接訪問する形式での外交が発達するようになる． 

更にはインターネットの登場により国境を越え，政府を

も迂回して人々はコミュニケーションを行うことができる

ようになった．このような中，従来の職業的外交観の役割

は副次的なものとなった．現代外交では国際的 NGO の役

割も無視できず，多層化している．細谷によればこれらの

現象は歴史的には新しい現象とは言えず，外交の方法・主

体の変化は大きく変化してきており，外交の多層化により

職業的外交官の役割が副次的なものとなったとしてもそれ

は外交の衰退ではなくむしろ外交の強化につながっている

と指摘する(細谷[15]p.168)． 

3.3 外交政策の考慮要素とは 

ところで外交を国際社会での主権国家間の公式な関係、

交流（特に各国を対外的に代表する政府間の交渉や交際）

と位置づけた場合，いかなる主権国家のいかなる政府もか

かる関係や交流そして交渉等においてその方針を有するこ

ととなる．この方針を外交政策と呼ぶが，外交政策の内容

は一国の外交関係で最重要視される原則的な方針を指す場

合や個別案件に対する具体的な対処方針まで多種多様であ

る(山田文[19]pp.33-34)．このような外交政策を分析する要

素として，(入江[3]pp.169-170)は以下を挙げる． 

 

1.外交政策の決定 

 イ）政策決定者による国際情勢の認識 

 ロ）ナショナル・インタレストの定義 

 ハ）政策選択の限定要素 

2.政策遂行 

 イ）政策を表現する言葉 

 ロ）世論の支持を得る努力 

 ハ）対外交渉や協定締結のための技術 

3.政策評価 

 イ）当該政策の目的達成 

 ロ）政策決定者による国際情勢認識と現実の差異 

 ハ）当該政策が国際環境に及ぼした影響 

 

 (入江[3])によれば，上記のうち，1-ロ)には具体的に軍事

（国防）、経済（貿易，投資）、思想（道徳的考慮，国の威

信，地位等）が，1-ハ）には外交通則，国際法，条約，先

例による拘束，軍事的経済的能力，そして国内的条件（例

えば、行政上法規上の障害や国内治安秩序維持への配慮、

政策決定者による世論の判断）が含まれるとする．(入江

[3]p.170)では外交論において，外交政策は上記要素に加え，

個別外交官のスキルや相手の対応等との関連が生み出す複

雑性の中が各国の外交に影響を与えることを強調する． 

外交政策の最も高次元のものは当該国の立国精神やイ

デオロギーに立脚するもので冷戦期の自由主義と共産主義

はその典型例であるが，戦前の日本もその是非を別として

国家目標としての外交政策を有していたと見ることができ

る．(山田文[19])によれば，冷戦後，帝国型の外交政策は影

を潜めるようになったものの宗教や民族対立の分散激化が

国際情勢を今日不安定なものにしている．このような中で

各国の外交政策の主眼は(山田文[19]p.35)によれば，永続的

な他国との共存共栄を図る安定的な世界のイメージとそれ

を体現する価値観に現れるようになり，かかる価値観は外
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交政策固有のものではなく，国内の政治，経済ひいては社

会を取り巻く基本原則や理念と表裏一体として表現される

傾向にあると指摘する．外交と内政は連動し，今日，外交

政策の決定には外務省以外の省庁が関与するのが通例であ

る．山田[11]pp.46-48 では外務省が関与する領域を「外交関

係（政策）」他省庁の関与領域を「対外関係（政策）」と定

義し，「対外関係（政策）」が「外交関係（政策）」を内包し，

両者の中間にグレーゾーンがある関係を示している．今日

の多様化した専門領域が存在する行政において，外務省は

「対外関係（政策）」については重要な国益に関連して相手

国や関係国内省庁との関係で総合的な調整が必要なものに

主体的に関与することになるし，外務省が主に担当すると

される「外交関係（政策）」も多くは関係国内省庁との調整

や協力により進められることが増えている． 

 

 

図 1 外交関係（政策）と対外関係（政策）の関係 

出所：山田文比古『外交とは何か』（法律文化社,2015）p.47 

3.4 近現代における日本外交の特徴 

所謂「プライバシー外交」において日本は，諸外国に比

して著しく後塵を拝していることは(石井[2])等により言及

されている．このような傾向はプライバシー問題への対応

に限ったことであろうか．(入江[3])によれば，明治以来の

日本の外交はほとんどの期間が現実的，実際的で国際情勢

の時々刻々の変化に対して都度対応することを以て自国の

国土安全と貿易進展を重視した軍事経済面でのナショナ

ル・インタレストに基づいてその外交思想を形成してきて

おり，西洋諸国とは宗教的，人道主義的，理想主義的色彩

を帯びていなかった点をその特徴として指摘する．戦後は

国際信用と国際信義の重視により正義に則した外交を行い，

短期的利益のみならず長期的な自国利益を視野に入れた堅

実外交を展開したとされる(細谷[15]p.192)． 

日本が国際社会で外交活動を始めたのは上述した「旧外

交」の時代であるが，細谷[15]pp.193-194 は日本の外交方

法は二国間外交を硬直的に固定化させ，欧州協調の経験も

なく，国際連盟脱退により会議外交からも逸脱したことで

会議外交や多国間外交に適応するための理論制度の導入が

進んでこなかったことを指摘する．また，細谷はパブリッ

ク・ディプロマシーの展開が不十分であり，国際世論にお

けるプロパガンダ醸成が進んでいない点からソフト・パワ

ーやワード・ポリティクスに対応できなくなっている点，

さらに地域ごとへの細やかな文明論的関与によるソフト・

パワーの構築にも遅れをとっているとする． 

このように 1990 年代以降の現代日本外交は堅実賢明な

外交に努めてきたと総体ではいうことができるが，確固た

る外交理論や外交観，国際秩序観に立脚しているわけでは

ないことも指摘されている（細谷[15]ｐ.195）．  

3.5 小括 

いわゆる「プライバシー外交」について，日本の外務省

HP には「プライバシー外交」は独立した項目としては本

稿執筆時点では挙がっておらず(外務省[19]]，消費者庁 HP

に「諸外国、国際機関における個人情報保護制度」(消費者

庁[19)]が，また，個人情報保護委員会 HP には「国際協力」

(個人情報保護委員会[22])の箇所に活動実績が各々紹介さ

れている．一方，ニュージーランドのプライバシーコミッ

ショナーの 2014年 7月 4日付ブログにはコロンビアのペレ

イラで開催された第 2 回ラテンアメリカ国際データ保護会

議の報告が紹介されており，その表題に”privacy diplomacy”

の文言が見られる(ニュージーランドプライバシーコミッ

ショナー[23])．これらの点から「対外関係（政策）」の範

囲内にあると位置づけることができる．理念の点では(石井

[2])はこれまで日本は個人情報保護法制定や第三者機関設

置等において欧米に大きく遅れをとってきており，今後制

度設計のみならずプライバシーの要素として何を重視し，

どのようなプライバシー侵害に着目すべきかを再定義する

必要性を指摘する． 

このような現象は外交概念の変化の歴史の観点からは

「プライバシー外交」が上述の外交の多層化現象の中にあ

るイシュー別外交の一つの類型であると位置づけることが

できる．そして，「プライバシー外交」のようなイシュー別

外交を考える際にも 3.4 で見たような日本外交の特徴を踏

まえる必要があると思われる． 

4. イシュー別外交としての「プライバシー外交」

の特質 

日本は冷戦期においては国際経済体制が安定している

環境で経済力重視の政策を推進し，政治・外交面では日米

同盟を基本として政策を展開したとされる．冷戦後のグロ

ーバル化時代に入ると日本は，経済力を活用して国際社会

でのリーダーシップの発揮を目指した．戦後の経済成長と

ともに日本の貿易や投資が世界経済にもたらす影響が強ま

り，相手国との摩擦が表面化するようになった．特に対欧

米では日本の貿易の不公正性を指摘する声が強まるように

なる．この問題に対して，日本は当初二国間協議での対応
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を重視していたが，やがて国際機関での問題解決を摸索す

るようになるとともに対外援助や文化外交を展開するよう

になった．また，冷戦後，日本は国際社会でのリーダーシ

ップを発揮すべく，地球規模での資源枯渇,環境破壊，貧困，

そしてテロ等の問題（グローバル・イシューズ）について，

単に国益のみならず，国際公共利益の実現の観点から関与

することを志向した．しかし，各イシューでは必ずしもリ

ーダーシップを発揮できたわけではなく，日本外交は手詰

まり感がみられるようになり，2000 年代にはイシュー別外

交は国際社会での日本の役割に関する新たなアイデンティ

ティの醸成が模索されるようになる(大芝[6]pp.5-7)．このよ

うな流れの中で「プライバシー外交」はどのように位置づ

けることができるだろうか． 

4.1 日本の科学技術外交の特徴 

(山田敦[18])によれば，日本の科学技術（基礎科学から応

用・実用化までを包括的に捉える）政策をめぐる科学技術

外交において，日本は 3 点の側面で構造的変化に直面して

いるとする．第一に日本は科学技術分野においてキャッチ

アップ段階からフロンティア段階に移行した点，第二に科

学技術のグローバル化の進展，そして第三に情報革命によ

る社会変化である．第一の点は特許出願数や半導体シェア

が 1980 年代に米国を逆転したことを契機として外交面で

は特に対米貿易摩擦への対応が困難となり，政治外交面だ

けでなく市場圧力も強まるようになり，成功の可否が不確

実な研究開発のリスクとコストを負う必要に迫られた．第

二の点については，①R&D 活動のグローバル化，②技術自

体グローバル化，そして③人材面でのグローバル化がある．

②は情報・知識面での技術グローバル化と製品化された技

術のグローバル化があり，コンピュータに代表されるハイ

テク製品が世界共通仕様となったことでグローバル戦略と

個別の地域戦略を並行して対応する「グローカル」戦略へ

の対応に迫られた．③は ICT 技術者の世界規模での雇用流

動により，人材確保の困難が強まった．技術のグローバル

化は科学技術分野での国境を無意味化し，不確実性に伴う

リスクとコスト対策として国際提携を活発にした．第三の

点では①情報通信技術が経済成長の牽引要因としての比重

を高めた点，②知財がより重要視されるようになった点，

第三に ICT 関連人材の需要増に伴う地球規模での人材争奪

が特徴的であり，EU 地域のように ICT 技術者を対象とし

たビザ発給や永住権取得要件の優遇措置を講ずる国々も見

られる． 

4.2 知財をめぐる科学技術外交の特徴 

 以下では知財をめぐる日本外交の特徴を整理する．上述

のようにフロンティア化，グローバル化，そして高度情報

化の構造変化を経験した科学技術は知財の時代へと突入し

た．科学技術における知財の重要性が切っても切れない状

況に至ると科学技術外交における知財の問題は無視できな

いものとなってきた．(山田敦[18])によれば知財外交の特徴

は第一に国際協調，第二に国際協調と国際競争の同時進行，

第三に先進国―途上国間での知財面での対立である．第一

の点は知財制度が分野ごとに異なる担当省庁で所管されて

いるところ，例えば著作権の保護期間や特許権の審査基準

等で各国により運用が異なる点でその相違を縮小する取り

組みが継続されている．第二の点は特にグローバルスタン

ダードの獲得をめぐっては国際協調の中にどの基準を標準

とするかをめぐる争いが起こる点である．圧倒的な市場シ

ェアを得た技術が標準となる「デファクト・スタンダード」

よりも交渉と合意によって世界共通規格が決定される「デ

ジューレ・スタンダード」で外交課題が表面化しやすい．(山

田敦[18] pp.129-132)によれば，世界標準の形成プロセスで

見られる共通点には①最も優れた技術が世界標準化される

わけでは必ずしもない点，②交渉に臨む態勢や戦略が重要

な意味を持つ点がある．ヨーロッパは情報収集，早期参加，

代表権，意思疎通を伴う態勢構築で長けており，ISO や IEC

での標準化で高い実績を有し，アメリカは企業の有志連合

による標準化活動である「フォーラム活動」に優位を持つ．

第三の点は知財のグローバル化の進展により，先進国と途

上国が同じ知財制度の下にあるようになると途上国は，発

明者が有する独占的権利の保護に知財制度が偏っていると

不満を持つようになり，後発者の技術利用を容易にするよ

うに主張する．特に医薬品特許とジェネリックの関係では

人道的問題を含むことから人道支援 NGO が登場する等ア

クターが多様化しやすい．このように知財外交においては，

関与者が多様化しやすく，特許分野ではプロパテント―ア

ンチパテント間の対立のみならず，グローバル化の推進と

反対をめぐる対立が問題となる傾向が見られる．また，知

財外交では人道・倫理問題が考慮要素として登場しやすい． 

4.3 科学技術外交の環境変化と「プライバシー外交」への

示唆 

上述した科学技術外交の長中期的な課題として，山田敦

は以下の点を指摘する．第一に科学技術外交では対象アク

ターが伝統的外交で扱われてきた範囲を遥かに超え，この

傾向が今後も継続し続ける点，第二に対象となるイシュー

も常に拡大し続ける点，第三は科学技術外交の決定アクタ

ーも伝統的外交で扱われてきた範囲を遥かに超えて拡大を

続ける点，第四に科学技術外交の決定プロセスについて，

グローバルに開いたものにすべきである点，第五に機動性

とスピードの重要性がさらに増す点である．第一の点は主

権国家のみならず，非政府機関を含めた国際機関，さらに

は大学や企業，市民団体のような民間アクター，留学生や

市民も科学技術に関与することから，外交的なアクション

もより多様化することになる．第二の点は経済情勢や企業

の経営環境のみならず，各国の法制度や教育体制，人材需

給等がシームレスに変化することで常に新たな外交課題が

追加されるようになる．第三の点は科学技術外交では従来

の縦割りによる個別省庁の対応ではなく，民間アクターも
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含めたものである必要が生じる． 

5. 「プライバシー外交」と覇権 

5.1 「プライバシー外交」における負の外部性と覇権 

上述のように現時点で「プライバシー外交」は(石井[1])

らの理解のように一国が他国に対して，データ流通におけ

る覇権を得るための手段として捉える場合がある．しかし，

データプライバシー政策全体から考えた場合，データ流通

における覇権の観点から「プライバシー外交」を考えるこ

とは逆効果になりうる場合もある．(須田[10])は「負の外部

性(Negative Externality)」の概念をデータプライバシーに適

用し，データ主体が所属するある一国のデータプライバシ

ーの規制が他国に比べて厳しくてもデータ移転先の他国の

規制が緩ければ，データ主体の所属国の規制も結果として

骨抜きとなるし，その一方で他国よりも厳しい規制を実施

してもかかる規制によりデータの流通や利用が阻害される

可能性を指摘する．国内においてもパーソナル・データの

保護と利活用のバランスを如何に取りうるかが問題となる

が，国際的には更にその意義が強調されることになる．国

際関係論においては制度化が発達していない国際社会にお

いて，これを国際システムと捉える際には国際システムの

あり方に大きな影響をもたらす大きな国力の相対的突出度

を基準として一国のみが突出した国力を有する単極システ

ム，2 カ国併存型の双極システムやそれ以上の数の大きな

国力を有する国が併存する多極システム等の概念が存在す

る．特に安全保障の分野では国力分布の状況と国際システ

ム秩序との関係をこれまで研究対象としてきており，覇権

の存在が国際システムの平和と安定をもたらすとする覇権

安定論，多極システムと国際平和との関係を考える勢力均

衡論が主要なものとしてある(山影[17]pp.196-198)． 

覇権安定論の下では単に国力分布のみで国力が突出し

た一強国が覇権国と位置付けられるわけでは必ずしもない

が，覇権国は自他ともにその存在を認識された覇権の行使

により国際制度を管理する．安全保障分野では覇権国によ

る国際制度の管理は覇権国が国力を基に制度参加国を牛耳

るとともに制度維持コストも負担することになる．制度が

次席国にメリットをもたらす場合，次席国は覇権国に挑戦

することは無いことで秩序が保たれる(山影[17]pp.203-204)．

覇権安定論は今日，安全保障分野よりも 19 世紀イギリスに

よる自由貿易帝国主義や第二次大戦後におけるアメリカ主

導による IMF-GATT 体制に基づく国際経済制度のような経

済制度で主張されてきた．経済制度面での覇権安定論の特

徴は突出した強大国が理念的に望ましい国際制度を構築・

維持しようと求め，そのような理念を参加国が共有して利

益がもたらされることで覇権を基礎とした国際システムが

安定するとする．ただし，強大国は自国の利害関心のみな

らずシステム全体の利害関心をも考慮して参加国が制度に

参加することが「理念的に望ましい」制度と位置付けられ

る（山影[14]p.204）．覇権安定論の下では覇権が衰退すれば

制度は不安定化する6．  

 他方，覇権国が存在しない場合の国際システム下での制

度維持を説明する理論に国際レジーム論7がある．国際レジ

ーム論は国際システムの個別部分領域でメンバーが行動す

るための規範，原則，規則そして手続等の制約要因により

参加者相互の行動確実性を高める期待収斂が成立する規定

の下で制度を説明するアプローチであり，期待収斂維持が

メンバーの利害関心の共通事項である場合に当該制度が維

持されると説明する(山影[17]p.205)．通常，パワー（この

場合は，権力や国力としての意味で把握される）はその主

体が客体に行使することが前提となるが，レジーム論下で

の国家行動の規制はその規制主体が想定されない場合もあ

るため，国際システムにはその参加者を客体とするものの

非主体的であるパワーも存在する．国際社会では統治機関

や一般的統治制度が存在しないが，個別問題領域では圧倒

的に多数の国が参加する普遍的性格を有する制度や地域制

度が存在する．このような国際制度には制度設計者のパワ

ーを反映して参加者間の不平等な力関係が実装された制度

やそうでない制度も存在するとされる．国際システムにお

ける制度を示すレジームの下で参加者が規範遵守的行動を

取るのは規範内面化が条件となり，期待の収斂はレジーム

の下で制度のパワーが維持される主要因となる (山影

[17]pp.205-206)． 

 (石井[1])に言う意味での「プライバシー外交」において

は越境データ流通に伴う法執行体制と越境執行をめぐる主

導権が問題となるが，上記の意味での「プライバシー外交」

の文脈に即し，上述の負の外部性に関する指摘をも踏まえ

て考えれば厳しすぎる規制を制度覇権者が制度参加者に強

いればデータの流通・利用が阻害される可能性も出てくる

ことになるから，覇権者は覇権を維持できなくなる可能性

もある．外交理論の観点から見た覇権の概念では制度維持

コストが覇権者により負担されることや期待収斂によりパ

ワーが維持されることを考慮に入れる必要がある．外交論

の観点から「プライバシー外交」について考える場合，単

に覇権を得ることだけを「プライバシー外交」の中心にす

るのみならず，「プライバシー外交」におけるパワーとその

維持のありようとしての期待収斂は如何に図られるべきな

のかという点も考慮する必要があると思われる． 

5.2 EU の規範政治 

 上記では「プライバシー外交」を一国が他国に対して，

データ流通における覇権を得るための手段として捉える場

合に覇権がもたらす意味を考察した．上述のように特に今

日の「プライバシー外交」では EU データ保護指令に関す

                                                                 
6 単独コスト負担型覇権と制度安定は経済学の観点からは公共財の過少供

給モデルに基づくとされる． 
7 類似の理論に経済学における新制度論との親和性との観点から制度に着

目しつつ参加者の利害関心が合理的意思決定に反映され，複数の可能性か

らの特定制度形成に国際制度論もある 

ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan

Vol.2016-EIP-71 No.11
2016/2/19



情報処理学会研究報告 
IPSJ SIG Technical Report 

 

 

7
 

る十分性認定の問題に焦点が当たりがちであるように思わ

れる．しかし，国際政治学のスキームで考えた場合，特に

EU を中心に考えた場合，「プライバシー外交」も規範政治

の一分野に当たると考えられる．(臼井編[5])によれば，EU

をめぐる国際政治学の領域では今日，コンストラクティヴ

ィズムに基づく規範を扱う研究が本流の一角となっている

とする．つまり、軍事力や経済力のような物的パワーのみ

ならず国家理念や国民的価値意識に国際政治構造を変容さ

せるパワーを見出し，国際規範はビッグパワーによりその

都合のよいように利用されるのみならず国家のアイデンテ

ィティの再形成にも資するよう作用する場合がある．その

ため，国家にとって国際規範は有力な戦略手段の候補とな

る(臼井編[5]p.11)． 

臼井によれば，EU の対外行動の歩みは規範指向性が重

要なファクターとなっている EU 法秩序の進化過程である

(臼井編[5]p.12)．EU は国家連合であり，EU 自身の法に基

づく統合に邁進してきた．EU の歴史は三期に分類でき，

1950～1980 年代の三共同体時代，1990 年代以降の①欧州共

同体，②共通外交安全保障政策，③司法内務協力に代表さ

れる三本柱構造時代，そして 2009 年以降のリスボン条約に

よる単一法秩序体制がそれである．リスボン体制では EU

条約，EU 機能条約，そして EU 基本権憲章が憲法的秩序の

ように機能し，EU 権力制御のための基本原則が確立され

ている(臼井編[5]pp.12-13)．EU では閣僚理事会が EU での

立法権を担っているが，これには輪番制の議長国制度が採

用されており，加盟国主導による運営が想定されている一

方で，EU 制度外での個別交渉で意見調整が非公式に行わ

れる場合もある．このため，政体システムとして大統領制

でも議院内閣制でもない制度複合体と位置づけられる(臼

井編[5]p.14)．この制度複合体システムは微妙なパワー・バ

ランスの下での均衡であるため，政策ごとに EU の権限が

異なるようになる．EU という超国家機関の権限の拡張は

大国の支配力の軽減には寄与するものの加盟国はその主権

国家としての個性を薄めさせられてゆくことにもなる．各

加盟国が EU にどの程度拘束されるかについて，国毎のコ

ントロールが可能にしようとすると大国の支配力の制御が

困難となる． 

 EU の対外行動と国際政治上のインパクトはそのもたら

すグローバル・パワーがゆえに国際政治学の領域でも強い

研究関心が寄せられている．(臼井編[5])は「規範のための

政治」，「政治のための規範」の両者を射程に入れた「規範

政治」8の概念を元に EU を分析する．つまり，EU を中心

に「プライバシー外交」を論ずる場合も EU 自体の対外行

動のなんたるかを検討すること自体が大きな学問的な問い

かけとなりうる．EU がデータ保護指令を元に対外行動に

                                                                 
8 地理学の観点からは規範の越境問題として捉えられる．越境的な規範形

成問題について，例えば杉浦章介『越境的な規範の形成と執行』（慶應義塾

大学出版会,2014)等を参照． 

おける規範の追求を行うとして，これは一般的にはアメリ

カのような域外国に自らの規範を認識させ，従わせること

を指すように思えても規範の拡散，浸透，内面化にもさま

ざまなケースが見られ，時代によっても変化が予想される

(臼井編[5]pp.16-19)． 

 EU の規範政治を分析する方法としてはこれまで，①政

策形成過程と当該政策をめぐる多国間交渉の過程に焦点が

当てられてきた．そして，EU の規範を考える際には EU の

有する規範を EU 域外から観察する視点から特に EU が有

する規範パワーが行使される EU 域外市民が，EU それ自体

そして EU の規範に対して有する認識を把握することが重

要であるとする(福井[14]p.65)．パワーにはパワーの源泉に

着目し，軍事力や富の存在の多寡でパワーを測る考え方と

他者の行う行為に変化をもたらす影響力を有するかという

点に着目する考え方に基づく考え方があるが，規範パワー

はパワーを他者との関係から考慮する関係性のパワーと位

置づけうる．規範パワーの下では交渉相手国は国際交渉と

国内社会両面において，その規範が EU の規範に接近する

ようになり，最終的に EU 規範に基づいた批准手続が進む

影響力を有する．このような関係性のパワーに属する規範

パワーを有する EU は自己完結的にならず他者との関係性

を必要とする存在である．その上で規範パワーは誰の行為

に影響力を特に有するかに着目すべきである (福井

[14]pp.67-68)． 

 従来は国際交渉の場面に焦点が当たり勝ちであり，「プラ

イバシー外交」を EU の文脈で考える言及もこの点に終始

してきたように思われる．国際政治における研究では，交

渉による規範形成と拡大の過程を記述的に分析するアプロ

ーチは基本的なものとして位置づけられるが，対外政策が

直面する状況は日々変化する状況で伝統的な外交論が採用

してきた職業外交官による秘密裡な利益調整の方式は 18

世紀以降のナショナリズムの勃興する世界では通用しなく

なり，対外関係は市民への責任がつきまとうようになった．

そして，越境データ流通の問題に典型的に代表されるグロ

ーバリゼーション時代における対外政策では伝統的な安全

保障分野だけでなく，日常の市民生活への関係を直接有す

る分野に拡大している．そのため，市民自身が対外政策へ

の直接的な利害関係者としての意識を強めつつある．規範

パワーが妥当する分野は交渉の繰り返しと内容の公表が行

われる分野が多く，このことは市民の関与による政策実施

コストの低減にも寄与している(福井[14]pp.67-68)． 

6. おわりに 

 本稿では近時，わが国で用いられ始めたいわゆる「プラ

イバシー外交」に関して，伝統的な外交理論上の整理と位

置づけを行った．現時点での「プライバシー外交」におけ

るホットトピックである EU データ保護指令の第三国にお

ける十分性認定の問題を考えるにしろ，外交論的側面から
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はデータ保護以外の分野でも展開されている「規範政治」

と EU において規範が有するパワーそれ自体や覇権を維持

することに伴うコストの負担や覇権による負の外部性から

データ保護分野における覇権の継続性についても考えるこ

とが必要となる．現在，「プライバシー外交」として最もホ

ットな地域であるとされている EU のみに着目してみても

EU の規範志向が意味するところそれ自体もその概念化は

発展途上である．ましてデータ保護指令が世界標準となり

えたとしてそれが規範政治の成功例であると特定すること

も難しい．また，「プライバシー外交」にわが国がどのよう

に取り組むべきかという問題を考えるにしても上述したよ

うに各国の外交政策の主眼は，永続的な他国との共存共栄

を図る安定的な世界のイメージとそれを体現する価値観に

体現され，この価値観は外交政策に固有のものではなく，

国内の政治，経済ひいては社会を取り巻く基本原則や理念

と表裏一体として表現される．明治期には欧州から，第二

次大戦後はアメリカからもそれぞれ法を輸入し，日本社会

に適応させることでその法体系を形成してきたわが国は，

プライバシーの権利概念をもやはり外国から輸入している

が，外交面でもわが国の外交は歴史的に現実と実際を重視

し，価値観を打ち出すことが外交全体を通して少なかった

ことがわかった．繰り返しとなるがこの点は，外交政策だ

けに特有のものではなく，国内の政治，経済，社会をめぐ

る理念や基本原則との相関で成り立っている．データ保護

分野のみならず，わが国の情報政策は理論的な先触れから

産業や政策等の現実社会での具現化が起こり，更に同時代

的な後追い理論の登場と具現化事象への理論検証が循環的

過程に基づいて展開されるという特徴がある（伊達

[11]pp.150-154）．こうした情報政策の特徴と元々外交面で

も現実と実際を追いかけてきた経緯を踏まえれば，石井が

その必要性を指摘するプライバシーの要素として何を重視

し，どのようなプライバシー侵害に着目すべきかを再定義

する上でも一朝一夕にはいかないように思われる． 

EU 領域内においてもイギリスが EU の過度の規制強化

に対して，加盟各国議会に EU 法への拒否権を付与するこ

とを求めているとされ，冷戦以降のグローバリゼーション

と情報化の進展に伴って発生した成熟国と新興国の経済力

格差の変化の過程で生じた摩擦は，EU を起点に成熟国の

価値観の差がその対象になりつつあるとされる．（日本経済

新聞[25]） 

以上の諸点を総合すると「プライバシー外交」を外交論

の観点から考える際の課題として「外交」それ自体が複雑

性と多様性を有している以上，「プライバシー外交」も上述

してきた通り複雑性と多様性を有しているという点を指摘

できよう．近時のホットトピックとして EU 諸国への難民

流入問題をめぐる対応をめぐって EU が理想としてきたヨ

ーロッパの団結が弱まれば，「プライバシー外交」の枠組み

それ自体も変容しうることは避けられない． 

「プライバシー外交」を学問領域として発展させてゆく

ために必要なことはこのように多様性かつ複雑性を有する

研究対象に対して，多様な研究アプローチから明らかにし

てゆくことであると考える． 
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